
 

通 所 型 サ ー ビ ス 

サービス 

種別 

介護予防通所サービス 

【現行相当の通所型サービス】 

生活支援通所サービス 

【基準緩和された通所型サービス】 

いきいきトレーニング 

【短期集中予防の通所型サービス】 

サービス 

内容 
レクリエーション、機能訓練 

レクリエーション、機能訓練 

食事・入浴なし 

週 1回、半日（2～3時間） 

名古屋学院大学に委託し、6か月間（6月～12月）、

運動機能向上訓練を実施し、身体機能の改善を図

る。 

○全 6回程度 平日(午前 10時～午前 12時) 

○名古屋学院大学瀬戸キャンパスにおいて実施 

○循環バスあり 

対象者 

○すでにサービスを利用しており、継続利用が必

要な方 

○身体機能や認知機能等の低下があり、機能訓

練等の専門的支援が必要な方 

○機能訓練により生活機能の維持・改善が見込まれ

る方や閉じこもり傾向にある方 

○入浴、排泄、食事等の介助が必要のない方 

○日常生活動作の改善に向けた支援が必要な人に

対して、短期集中的に実施することで改善が見込め

る方 

実施方法 
事業者指定 

【介護事業所（介護職員）】 

事業者指定 

【介護事業所（介護職員及び市の指定する研修を修

了した者等）】 

名古屋学院大学リハビリテーション学部/委託 

単価 

現行の報酬体系どおり 

 事業対象者・要支援１  1,647単位/月 

 事業対象者・要支援２  3,377単位/月 

＜加算＞ 

○生活機能向上グループ加算 

○運動器機能向上加算 他 

現行の通所型サービスの 8割程度 

 329単位/回（3,336円） 

＜加算＞ 

○運動器機能向上加算 

○栄養改善加算 

○口腔機能向上加算 

委託料 350,000円 

利用者負担 
1割又は 2割負担 

（通所介護における報酬と同等） 

1割又は 2割負担 

（通所介護における報酬と同等） 
実費相当額 
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